
「障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会」の設置について（案）              

条例案の作成に向けて、障害のある方をはじめ様々な立場の方の意見を十分に聴き、専門的な知見を得るため、「障
害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会」を設置する。 

 
 
◆「東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要
綱」第8に基づいて設置 
 
◆部会委員は、学識経験者、当事者団体、事業者代
表、教育関係者、福祉関係者、区市町村により構成 
 
◆会議は原則公開で開催し、資料・議事録は都の
ホームページに掲載 
 
◆ゲストスピーカーの招聘、ヒアリングの実施など、
委員以外の団体等の意見を聴くことも検討 
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